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令和2年1月1日にお住まいの住所は高山市ですか？

平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に収入はありましたか？

収入は障害年金・遺族年金、失業給付などの非課税所得のみですか？

勤務先で年末調整は済ん
でいますか？

2カ所以上から給与が支給
されていて、かつ年末調整
をしていない給与が20万
円を超えていますか？

医療費、住宅借入金、寄附金な
どの控除を受けられますか？

所得税の
確定申告が
必要です

市県民税の各種控除を
受けるため市・県民税
の申告が必要です

申告は
必要ありません

年金収入が400万円以下で、そ
の他の所得金額も20万円以下
ですか？①所得税の追加納付および還

　付がある場合
②所得税の追加納付および還
　付がない場合

年金以外の所得はありますか？
もしくは社会保険料、生命保険
料、医療費などの控除を受けら
れますか？

高山市への申告は必要ありません。
申告は、令和2年1月1日にお住まいの
市区町村へお願いします。

市・県民税申告書に課税される所得が
ないことを記載して提出してください。
※課税される所得がない方であって
も、保険料や福祉制度利用の軽減を
受けるためなどに必要なことから、申
告書を提出してください。

❶給与所得のみ
（給与収入額が2,000万円超の場合は❷へ）

❸年金所得がある方❷営業、農業、不動産、配当、譲渡、一時、雑所得など
（複数収入があっても年金所得がある場合は❸へ）

はい

はい

はい

①の場合

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい

②の場合

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

申告が必要かどうか、個人ごとに確認してみましょう。

はい

どのような収入がありましたか？（複数の収入がある場合は❷に進みます。）

2月17日から始まります

　税の申告は、市・県民税のほかに、国民健康保険料や介護保険料などの算定基礎となります。
申告が必要となる方はお早めに行ってください。

申告の
準備は
お早めに！

所得税の確定申告と
市･県民税の申告相談

【利用者識別番号の確認書類について】
相談会場で確定申告書を作成する際は、「利用者識別番号」が必要です。
相談会場にお越しの際は、下記①から③のうち、利用者識別番号が明記されている

かご確認のうえ、いずれかの書類を必ずご持参ください。
また、新たに利用者識別番号を取得する場合は、高山税務署にご相談ください。
①1月もしくは2月の間に税務署から送付される通知
例 ： 「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」「確定申告のお知らせ」

②平成30年分確定申告書の控え
③インターネットを活用して取得された場合、番号が表示された画面を印刷したもの

利用者識別番号とは
　この番号は、税務署が確定申告を管理す
るために使用する番号です。マイナンバーと
は異なりますのでご注意ください。
●番号をお持ちでない方は、国税庁の e-TAX
　のホームページから手続きをお願いします。
●利用者識別番号が必要な方が事前に取得さ
　れずに相談会場にお越しいただいた場合、
　長時間お待ちいただくことになります。

償却資産の申告はお済みですか？－申告期限が過ぎています－
まだ提出していない方は、速やかに税務課または各支所地域振興課にご提出ください　 問合  税務課  ☎35-3627


